
朝鮮学校に対する補助金停止に反対する会長声明  

 

１  自由民主党は、２０１６年２月７日、「北朝鮮による弾道ミサイル発

射に対する緊急党声明」を出し、「朝鮮学校へ補助金を支出している地

方公共団体に対し、公益性の有無を厳しく指摘し、全面停止を強く指

導・助言すること。」を求めた。  

  同年３月２９日、文部科学大臣は、「北朝鮮と密接な関係を有する団

体である朝鮮総聯が」朝鮮学校の「教育内容、人事及び財政に影響を及

ぼしている」と指摘し、朝鮮学校６８校に対し補助金を支出している２

８都道府県に対し、朝鮮学校のみを対象として、補助金の適正かつ透明

性のある執行の確保を求める通知を発出した。  

  文部科学大臣の本件通知は、形式的には、朝鮮学校に通う子どもたち

に配慮する姿勢を示しながら、実質的には、外交問題と補助金交付を関

連づけることにより、各地方自治体における補助金の停止を促すもので

あり、朝鮮学校に通う子どもたちの教育を受ける権利を侵害するもので

あると言わざるを得ない。  

  ２０１４年８月２９日に公表された国連人種差別撤廃委員会の最終

見解においても、日本国内で地方自治体による朝鮮学校に対する補助金

の割当の継続的縮小あるいは停止が行われている現況について、日本政

府が地方自治体に対し、朝鮮学校に対する補助金提供の再開あるいは維

持を要請することを奨励しているところであり、本件通知は、これにも

背馳するものである。  

２ 言うまでもなく、朝鮮学校に通う子どもたちにも、人として、自己の

人格を完成、実現するために必要な学習をする固有の権利である学習権

（憲法第１３条、第２６条１項）は勿論、児童の権利に関する条約第３

０条、国際人権規約Ａ規約（「経済的、社会的及び文化的権利に関する

国際規約（Ａ規約）」）第１３条、人種差別撤廃条約（「あらゆる形態の

人種差別の撤廃に関する条約」）などにより日本社会において民族教育

を受ける権利が保障されている。  

  地方自治体による補助金は、公立私立を問わず、学校に通う全ての子



どもにかかる経済的負担の軽減を図ると同時に、子どもたちの学習権及

び民族教育を受ける権利を実現するために重要な役割を果たしている。

とりわけ、朝鮮学校は、第２次世界大戦後、日本での定住を余儀なくさ

れた在日朝鮮人が、朝鮮民族の言葉や文化を後世に承継させるために設

立され運営された私立学校であり、かかる歴史的経緯を踏まえ、長年に

わたって補助金が交付されてきた事実を軽視してはならない。  

  しかるに、朝鮮民主主義人民共和国に対する日本政府の外交政策と、

朝鮮学校で学ぶ子どもの教育を受ける権利を結びつけ、補助金を削減・

停止すれば、朝鮮学校に通う子どもたちだけが他の学校に通う子どもた

ちに比べて不利益な取扱いを受けることとなり、教育を受ける権利にか

かわる法の下の平等（憲法第１４条）に反するおそれが高いだけでなく、

朝鮮学校に通う子どもたちの学習権を侵害することになることは明ら

かである。  

３ 福岡県には、学校法人福岡朝鮮学園が運営する４つの朝鮮学校が存在

するが、小川洋福岡県知事は、本年４月１２日の記者会見において、朝

鮮学校に対する補助金支出につき、「補助金交付要綱に基づき、適正な

執行に努めていきます。」と述べ、従前どおり支出を継続することを明

らかにした。茨城県や名古屋市などが、朝鮮学校に対する補助金の減額

や停止を検討するなか、福岡県知事の表明は、朝鮮学校に通う子どもた

ちの教育を受ける権利を擁護するものとして高く評価されるものであ

る。  

４ 当会は、朝鮮学校に通う子どもたちが、日本社会における全ての子ど

もたちと同様に等しく教育を受ける権利を享受することができるよう、

文部科学省に対して、本件通知の撤回を求めるとともに、福岡県以外の

地方自治体に対しては、朝鮮学校に対する補助金の支出について、補助

金交付の目的を踏まえ、上記憲法及び人権条約の趣旨に合致した運用を

行うよう強く求めるものである。  

 

２０１６年（平成２８年）５月１３日  
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